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自治体とコミュニティの関係性を踏まえ
た人材確保のあり方

JレーテJレ学院大学

学長市川一宏
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l' 介複保険制度を巡るこれまでの経緯 | 
1997年(平成9年) 12月 介複保険法成立

第1期 2000年(平成12年} 4月 介護保険法施行

2003年{平成 15年) 4月 介獲報酬改定{改定率企2.3%:在宅サービスの充実等}
-

害事2期 6月 介讃保険法等の一部を改正する法律{※1)成立
2005年(平成17年)

改正法(※1)の一部施行{縫滋鎗付の見直し)10月

改正法(※1)の全面施行{予防給付、地織密翁裂サービス創股窃}

2006年 (平成18年) 4月 介護報酬改定

第3期 {改定率"'0.5%・予防霊視型システムへの対応、地t量密渚型サービスの制t量)
一一一一一一"“・・ーー・F一 一 一一一一一一一一一一一回目白日ー

2008年(平成20年) 5月
介鐙保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(※2)成
立

2009年 (平成21年)日旦 凶型空暫改定〈改定率プラス3慨介筏従事者の処遇改轡等}

5月 改正法(※2)の全面施行{業務管理の体制益備、サービス確保対策等)

第4期
介護サービスの基盤強化のための介議保険法等の一部を改

2011年(平成23年) 6月 正する法律{※3)成立・公布、一部施行(介腹自慢裳病床の車iill期限
の延長、介11循祉士資格取得方法の見直しの延期等)

改正法(※3)の全面施行(新サービスの創段、介11職員等によるた
第5期 2012年(平成24年) 4月 んの吸引等の実施、保険料のよ界緩和のための財政安定化S基金の

取織し等)
a ~ '1f1 
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2.地域包括ケアシステムの構築について
0 団塊の世代が75歳以上となる 2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自

分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、 医痕・介護・予防・住まい・生活支援が一体

的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

0 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地

域包括ケアシステムの構築が重要です。

0 人口が横ぱいで75歳以上人口が急増する大都市部、 75歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少す
る町村部等、 高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

0 地域包括ケアシステムは、 保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の

特性に応じて作り上げていく ことが必要です。

病気に怠ったら・・.
地域包括ケアシステムの姿
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むステム
-団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、重度な要介護状態と

なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる
よう、 住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケア
システムの構築を実現してし1く。

国 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 (第4条第
4項)H25.12公布

地域包括ケアシステムとは
地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能

力に応じ自立した 日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立 した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

介護保険法 {第換期項)H23.6改正

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り 、住み慣れた地域でその有する能
力に応じ 自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サー
ビス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となる ことの予防(中略)並び

に地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施
策との有機的な連携を図 りつつ包括的に推進するよう努めなければならなL'o



[地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案のポイシト I

※平成30年4月1日絡行.( s 5は平成29年8月分の介護納付金から適用、 s4は平成30年8月1日総行)
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第1 総合事業に関する総則的な事項

0 総合事業は、市町村が中心となって、地械の実情に応じて、住民等の多稼な主体が参函し、多織なサービスを充実するこ
とで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支媛者等に対する効果的かつ効率的な支媛等を可能とすることを目指すもの。

イ多織な生活支獲の充実

住民主体の多機なサービスを支援の対象とするとともに、 NPO、ボランティア等によるサービスの開発を進める。併せ
て、サービスにアクセスしやすい環境の整備も進めていく。

口高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいや
介護予防等ともなるため、積極的な取組を推進する。

ハ介護予防の推進

生活環境の調整や居場所と出番づくりなどの環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要。その
ため、リハビリ専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進する。

ニ市町村、住民等の関係者間における意識の共有と自立支媛に向けたサービス等の展開

地織の関係者間で、自立支援・介護予防といった理念や、高齢者自らが介護予防に取り絡むといった基本的な考え方、
地織づくりの方向性等を共有するとともに、多職種によるケアマネジメント支援を行う。

ホ認知症施策の推進

ボランティア活動に参加する高齢者等に研修を実施するなど、認知症の人に対して適切な支援が行われるようにする
とともに、認知症サボーターの養成等により、認知症にやさしいまちづくりに積筏的に取り組む。

へ共生社会の推進

地繊のニーズが要支援者等だけではなく、また、多械な人との関わりが高齢者の支援にも有効で、豊かな地域づくりに
つながってし、くため、要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等がともに集える環境づくりに心がけるζとが重要。



第3 生活支援・介護予防サービスの充実

o [生活支獲コーディネーター(地織支え合い推進員)Jやf協議体Iの設置等(f生活支援体制整備事業J)を通じて、市町村

が中心となって、サービスが創出されるよう取組を積極的に進める。具体的には、コーディネーターと協議体が協力しながら、

以下の取組を総合的に推進。

① 地減のニーズと資源の状況の見える化、問題提起
② 地縁組織等多械な主体への協力依頼などの働きかけ

③関係者のネットワーク化

腕で生活淵介護肝予附肘一4一ピ〔く一一哲一一一>>
ネート機能(主に資源開発やネットワーク情築の機能)を果たす老.

④ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一
⑤ 生活支媛の担い手の養成やサービスの開発

〔⑥一一…ング制緩一一一一予防サー問〕く協議体〉

司事が参画し情報共有及び遺徳強化の場として、中核となるネットワーク.

0 生活支援の担い手となる者の知識・スキルの向上はより良い生活支媛に資するため、担い手に対し、市町村が中心と
なって、介護保険制度、高齢者の特徴と対応、認知症の理解などについての各種研修を実施するのが望ましい。

0 高齢者が地繊のサロン、会食会、外出の補助、介護施設等でボランティア活動を行った場合にポイントを付与するポラン
ティアポイント制度が市町村において実施されており、地域支援事業の一般介護予防事業の枠組みが活用可能。

0 個別ケースについて多職種や住民で検討を行うことで、地織課題を共有し、課題解決に向け、関係者のネットワーク機築
や資源開発、施策化を図っていく地域ケア会議巻、積極的に活用。また、サービス開発の際、既存の地域資源(NPO、ボラ
ンティア、地縁組織、社協、介護事業者、民間企業等)や他施策による取組等についても活用。

(参考)新地域支媛繍懇会議の提言(f新地峻支媛矯想J)

助け合い活動を行う側から、総合Z事業で主体的に役書1)を果たしていこうとの慾旨でとりまとめ。市町村において制度設計・事業運営を行ってい

くよで参考にすることが有益。(f助け合い活動』を実践している非営利の全国的組織による『新地域支鑓術怒会緩』が袋言)
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生活支援サービスの充実と
高齢者の社会参加を取り巻く状況

。高齢者の中でも、要介護 ・要支援状態に至っていない元気な方は多く、高齢者が地域で社会参加できる機

会を増やしていくことは、生きがいや介護予防にもつながるc そのような社会参加の機会のーっとして、
できる限り多くの高齢者が、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となることが期待されている。

0ヱーズに合ったタ検なサービス種別
O住民主体、NP0、民間企業等多稼な
主体によるサ「ピス提供

・地域サロンの開催
・見守り、安否確認
.外出支媛

・貰い物、調理、掃除な涯の雰.支媛
・介護者支援 等

生活支援の担い手

としての社会参加

線命

0現役時代の能カを活かした活動
O興味関心がある活動
0新たにチャレンジす持 動

・一般就労、起業 ， 

・趣味活動 ' 

・健康づくり活湖、1也綬活動
・介護、福祉以外の
ボランティア活動等

市町村を核とした支援体制の充実・強化

都道府県等による後方支援体制の充実

資料:厚生労働省公表資料
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課題1.生活支援・地域福祉コーディネーターの関わり

①生活支援コーディネーター地域包括支援センターを軸に

・高齢期の医療・介護・予防・住まい・生活支援/

・介護予防を一体的に提供、日常生活圏域(具体的には中学校区)を
単位として想定している。

-地域支援を軸

・生活支援体制整備事業は地域包括ケアシステムの構築を専門職に
まかせたりにするのではなく、住民が地域包括ケアシステムの担い手とし
て関わるきっかけをつくる取り組みともいえる。

②地域福祉コーディネータ一地域共生社会

・子ども等への支援や、複合課題にも拡げたもの、全世代対象、地域
生活課題に対応する総合支援の拠点としてふさわしい拠点を圏域ごと
に設置(左記と一緒になる場合とさらに広がる場合とがある)
-個別支援を軸に
・生活困窮者支援における重要芯役割を担っている

11 



③考察

O地域包括ケアシステム、地域共生社会に関わる「我がごと、丸ごとJ

に関しては、人口規模や高齢化率、世帯状況、財政等に言及してお
らず、国の一律的関与に限界がある。各市区町村で対応が異えよる。
その意味では、格差が生まれている。

0地域の資源を動員した総合的芯ケア=地域包括ケア、地域共生
社会づくりが必要。すむわち、福祉のまちづくりと共通。

0方針と体制を明確化したうえで、独自の戦略を立てる必要がある。

0その際、行政、社協、社会福祉法人、事業者、 NPO，ボランティアと
の関係や理解がこれまで以上に重要になるり、カギに怠る。

=今圏域の検討が必要。

12 



2. 協議体の目的・役割等について

設置目的
生活支媛・介護予防サービスの体制整備に向けて、多様tJサービス提供主体の参画が求められることから、 市町村が主体と怠って、

「定期的怠情報の共有・速機強化の場1として位置することにより、多様怠主体聞の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進
する。

役割
Oコーディネーターの組織的tJ繍完

0地峨ニーズの把握、情報の見える化の推進
(アンケート調査やマッピンゲ等の実施)

0企画、立案、方針策定を行う場

0地域づくりにおける意識の統ーを図る場
0情報交換の場、働きかけの場

設置主体
段置主体lま市町村であり、第1層のコーディネーターが協力して地域の関係者のネットワーク化を図り、設置する。

※t也減の実情に応じた様々 怠ネットワーワ化の手法が考えられるため、既に類似の目的を持ったネットワーク会議等が開催されている場
合は、その枠組みを活用することも可能。
※特定の事業者の活動の枠組みを超えた協議が行われることが重要。

構成団体等ト
O行政機関(市町村、地域包括支援センター等)
0コーディネーター

0地織の関係者(NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業
者、シルバー人材センター等)

※この他にも地織の実情に応じて適宜参画者を募ることが望ましい。 13
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-地舗のよさを*11.
. SNSの活用いろん弘人へ<<~を来す 1

.地泊置の事に“吐をF申ヲT圏品力、品加.1
-畑の活用方迭にヲいT農銀、 I 
地底の人と話し合ラ I

・地峨睡で子賞.+加。 I
- 高..~ーや予買Tママとの叉沫 1 ・
・"I". ~~τ楽(.< m-る.

-地‘ぐるみのあいさつ畢I!e縫遣す晶.

-人とのつながり偉声。町。~ t
夫人舟士号2銭1Jt:活発にする.

.ボ，ン子ィ Pの倹温ま~-+J悶.

・八叱のよ立を自慢し~う.広げよう.

』匝電電車tl1"(いく.

貧.でいること.
行事£令摘する.

・近所とのねe舎、、量する.

ー 稼~.;t・として息地を佳良に
鱒訟す晶.

. .'εいe!1ロ〉に."加する.

ポフ〉ティア通勤に訪う.

・8ったことの相般にのる.

償保発電.(耳発見マップ 掲示働J~鯵往復11.
・2盲・容への支』量生しよう.(ゴミ也し、厳し褐手}
.現唱E臭化活動の旭2亀.
・慣I"lI!の?t;!II.(エコ鉛Z 霊菅地支き~J
'-S-M活動のメニーーの償~.宅区の軒事に僧極的に+n回.

-近所見守り‘声か旬、 ~\\\ .. 
安否.院をする .____  

・世間の人の官、、鈴ごみ止し、

.b'e聖子匂う.

イベシトを金司5."加する. 

.. 寓等の亀岡E者の寛成.

-拶盆%ftの条件量聾える.

{笠窓、栂畿窓口、 '集会mJ
予買τ主縁、山符留学号ど市に

"<!b'~る.

-喧‘梓'にi草情極的に参加し、
地蝿の入量もっとよ〈知る.

地唖みÁ.'~"T:あいZつをする.
Zず信ItAb'SJ

・ 見守りたいのたす e t:常句h~7.

.$量下僚の見守り軍要策する.

体制砲を僧~"C唱H巨t作品.
.lI!!採の符，に繍極的に+1;0する I

. .@昧t:~かしT仲捌作り I
-散娯のつい?にご品Itいをする. I 
-通学"で子どもた:!>に1血汐量ずる.
地区の符事量傾近所で除ヲτ多加.

近所にftJlt申泉働t:~ò .

宅!?ド
.&沿

-質
1111づくリ.

Z 
プ発組は
で褒めじ
まにそめ 4 
と向うに .... 
め lづか何 ~
るて具か 、.

治法皇l、
g i蚕6-1

竺Ld

開 正Rる

"-8に声量.11昔、、.
息ι.ぜTあげる.
持社専の環境美化活動量する.

.喧睡で見守る入量増やす.

・自分にでeるポ ラシ子~"}1をする.
声棒切垂Td.

-続年舎や.s:.隼舎量紛い含ヲT
担軽11..いく .

車電!tv予是:r.る.
{且かはt量買Tるために}

-災害"の鯛単位での酌"音い.

出掛蝿;"r-ri.附子同自由ー輔""楓圃い宮少し里、，1:-.
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3.地域共生社会の実現に向けた取組の推進

「我が$丸ごと』の地場作り・包括的な支掻体制の整備 | 
1. r我が事・丸ごと』の地織福祉推進の理念を規定

地続福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民(世帯)が抱える多織で複合的な地続生活課題について、住民や褐祉関係者に
よる①把握及び②関係機関との連僕等による解決が図られるζとを目指す旨を明記。

2.この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支撞体制づくりに努める旨を規定
O 地繊住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
0 住民に身近な圏織において、分野を超えて地縁生活課題について総合的に栂談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制作 )
(*)例えば、地区祉協、市区町村祉協の地区担当、地峨包括支後センター、相談支援事業所、担h綾子ifて支媛拠点.事1m者支媛J!;然、札会術品1法人、

NPO主主人事

0 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支媛機関等の関係機関が協働して、彼合化した地境生活諜鐙を解決するための体制

3.地域福祉計画の充実
0 市町村が地減編祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、よ位計画として
位置づける。(都l道府県が策定する地犠福祉支媛計箇についても同様。)

※法律の公布後3年を自途として、2の体育日lを全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結泉に喜基づいて所要の議績を織ずる官の附則を置く.

新たに共生型サービスを位置づけ

0 高齢者と障害児者が同ーの事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に

新たに共生型サービス多位置付|ナる。(指定基準等は、平成初年度介箪報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討)

「 問点 目己 高齢者 l - 問問持者 155き訳語沼ふ
; 唱 サービスを提供する場合、 ↓ ! OO~"-~I _U_ l ~_: レ...)!実際協5P7
1 可 それぞれ指定基準を ... 1 .，河共生型サービス事業所 千「 会話も同じ閉山，: A，H---a満たす必婆がある ---一一ー l ・..11'ー{

L竺E-z-[智EJ_!・ 1 ~~耳打開二; 17



| 地域における「新たな支え合いJの概念

[ 住 民と行政の協働による新しい福祉

活艶'1J}処点

〈活動〉

自指狗樹止
泡諭による
f乞活課題J
への対応

窓生lIf_怯旋愈

・~ r吾後』よ妙広
L'.里・B・E・..
宜鋼E・:nづくり

司J)

O島廷はf目桜・見守リ・戸か1;
0問'p"'Jポラン予イ7活動
。タループ渇助活動

地湖沼t止の
コーディヰ-~-

事業者

福祉霧器に対す

る曹Ulサービス
による噂門的忽

対応

専門家

[ 自助 I [地域の共助 I [公的な福祉サービス l

合意形成を目指したプロセス重視・耕してきた土壌に種をまく活動 18 



地織ケアネットワーク t 
子どもか5高齢者まで雌もが住み慣れた地爆で安心して苔らしていくために

地域ケアネットワーク(以下、ケアネット)と俗、7つのコミュ=ティ住区を基盤エリアとして、地域の住民団体

や関係団体が逮燃する支え合いの伎絹みです.ケアネットでは、地主主の課題・問題の解決に向けた凶磁を行う

とともに、地減サロンやちょっとした生活のお手伝いなど、各地域に合った取り組みを、その地ほが持つf燭枇

カjを生かして、企画・実施しています。

-各ケアネット 織()内協l!Ill鵬周

三島駅周辺・地.?'アヰツトワーク
出国』咽ーパ (Jll1I!26隼3月}

ワーヲ7止しみたか 一一r -/ .._ 嶋.タア亭ツト

…加点t勺被5M智}

"匝脳"。

地主要の居寝所として
気磁に惨加できる

〈如ン-
鷹羽田所 ' 
ザロン

子どもと大人が
ー絹に織しめる

道ぴを過した
さ~c!~rct骨量し

一 見守り
司 支え合い.人

』割地s爆向l才 τ三空"'" .'〆..' 醐 同 剖 円 ' " 1 
/'  園腐E座 苫弘Lいいi.....川……….. ……….い…….け..'日....

f防犯.防災.惚知徳. 治舗の見守りの.
地紙ケアネット

ワーク・fi川申原
{平成20年7月}

主怠編成団体..聞怠ど

=r育て・健康づくり忽ど

さまざま忽テーマの.Ii

住民協悶会/町会・自治会・商庖会・商工会・老人クラブ/NPO法人や給食・傾聴
などのボランティア団体/医師会・歯科医師会・薬剤師会/シルバー人材センター・
徳祉事室長所など/地綬包活支鍾センター・阪がい者支緩施設・子育て支援bi設など
/社会福祉路機会・ほのぼのネット/地主主福祉ファシリテーター/民生・児富委員
協m会/学校・保育園・児・飽など/行政織関(ffi・.耳障・消防・保健所など}

守口ン:;，r，むの!lf(フラダンス】
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地域ケアネットワークのポイン卜
①自助・共助・公助による地域づくり

「本人や家族による<自助>と、行政による福祉サービス・事業怠ど
の<公助>の聞に、行政と地域住民・活動団体・関係機関・事業者
が協働する<共助>の関係を作り、連携したよがらそれぞれの長所を生
かして地域課題の解決を目指していくものです。また、活動の担い手と
怠る人材の養成にも取り組んでいます。Jと明確にローカルガパナンスの
視点が示されている

②合意形成を目指したプロセスの重視

従来のコミュニティセンターの圏域に地域ケアネットワーつを創設するに
あたっては、目標、活動内容、役割、連携について、丁寧に合意を
図っている。地域社会が、住民相互の理解や協力によって成り立って
いること、また今日の生活問題の広がりを考えると、まさに住民すべて
が当事者であること、そして推進者であるという合意形成が必要である。

20 



③地域活動の担い手づくりの推進

一人ぐらし高齢者宅芯どを訪問して話を聴く傾聴ボランティア、自ら
が住む地域を大切に思い、地域の課題発見や、福祉活動の企画、
様々怠住民や当事者の力を活用し、地域ケアネットワーワの活動を
サポー卜する住民の活動者で・ある地域福祉ファシリテーターの養成を
進めている。

④今まで耕してきた土壌に種をまく活動

先に述べたように、三鷹市には、コミュニティセンターを軸とする活動
があり、行政も政策として明記し、支援してきた。今までに市民と行
政等が協働して積み上げた実績があり、耕した土壌に地域ケアネッ
トワークの種をまいたのである。したがって、それぞれの地域の個性が
反映しており、無理が芯い形で活動が推進されている。

21 







「このゆぴとーまれ」で・育った私

富山市立藤ノ木小学校5年岩本万由子

私は、一歳の時から「このゆぴとーまれJで育ててもらいました。あまりにも
病弱で、保育所に行けたよかったため、両親がいろいろ芯ところに相談してよう
やくあずかつてもらえたそうで・す。「このゆぴjは、日本で・初めての「富山型」と
いわれる、誰でもいつでも受け入れるデイサービスを実施したところです。

「このゆぴ」に来ている人は、お年寄りも、障害のある人も、子供たちもみ
んたよ元気です。笑ったり、おしゃべりをしたりとってもにぎやかで、みん怠が楽し
そうにしています。<略>

私も赤ちゃんのころ、利用者のおばあさんによくだっこしてもらったり、あやし
てもらっていたそうで・す。でも、実はそのおばあさんは重症の認知症だったそう
ですが、自分で・は「このゆび:J (こ{動きに来てると思っていたそうで、そのころの
写真を見ても、本当にかわいがってもらったんだなあと、ありがたい気持ちで
いっぱいにたよります。

24 



「このゆびJIこ来ていると、障害のある人もジ口ジ口見られたり、かわいそう
に芯んて言われることもたよくて、みんたよ自分で・で・きることを精一杯やって「役
に立っている」自分に自信をもって、いきいきと過ごしています。

私は、障害があるから「かわいそうえよ人』怠のでは怠く、印章害があってもが
んばっている人」としりしょに過ご.して、協力し合ってし、くことがお互いのために
大事だと思います。<略>

障害のある人にはどのくらい具合が悪いか考えて接するかが大切だろうと
考えて、なか怠か積極的にかかわれ芯い人が多いと聞きます。でも「このゆ
びJのように自然にお互いの良いところを認め合って過ご.すことから始めれば
いいのだと思います。<略>

私は秋に「このゆびJのメンバーとしてリレーマラソン大会に参加します。車
いすの人たちとしりしょに一人ニキ口づ'つ走るこの大会で・力し、っぱい走りた
いです。

これからも「このゆぴJIこ集まるみんたよが気持ちよく過ごせるように、少しで
も役に立っていきたいです。
平成17年度心の輪を広げる体験作文内閣府優秀賞受賞、富山県最優秀賞受賞
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5.ふれあい・いきいきサロン
①ふれあい・いきいきサ口ンについては、約90%の社協が設置していると
回答。設置箇所数は全体で約6万と怠り、 1社協あたり平均は50か所
である。過去の社協活動実態調査結果と比較すると、平成17年度で
は実施社協割合が71.8%、設置箇所数が約4万、平成21年度調査
ではそれぞれ80%、5万3千で伸びている。
②主芯対象としては、高齢者が最も多く80%を超える。次いで子育て

家庭約7%、複合型約6%となってし喝。その他としては、介護者のサ
ロン、青少年の居場所づくり、被災者、避難者のサロン、退職シニア、
ひきこもりの青年、小中学生の学習支援等、実施。
③社協が呼びかけて行っているサロン(約4万)について、おおよその開催
回数は、月 1回のサロンが最も多く、約50%。週1回以上開催している
サロンが約5%にとど.まった。平成23年度の参加者数(概数)は合計で
約608万人。

民生委員・児童委員の協力について、「参加の呼びかけや参加者の
発掘Jが約80%、「住民、自治会・町内会等への協力の呼びかけJが
50q，もたよど、さまざま芯面でサロンの運営について連携していることがわか
った。(平成24年度社協活動実態調査報告) 26 
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資料閉じこもりの要因
〈身体的要因〉

・外出したいが休力が怠い0 ・たったりしゃがんだりがしづ'らい。
-歩きにくい→対策・体力維持改善のための体操・集団での園芸・畑仕事・散策怠ど
屋外活動

〈心理的要因〉
・外出したいが転ぶのでは芯いかと不安である。→外出練習
・買い物ができるか不安である。→買い物練習
・公共の乗り物を利用できるか不安である。→交通機関利用練習
.身体の障害や老化により、何をするのにも自信がおい。
-何もすることがおい。何もしたくおい。
→対策・趣味や楽しみ怠どの「したい活動」の機会を提供、「できる活動Jに怠るよう支
援する。-交流の場の提供・碁や俳句怠ど趣味の教室

〈社会環境的要因〉
・一人暮らしであるため、孤立している。-高齢により、親しい友人がいたよく怠った。 -家
族の理解が芯く、外出を止められたり、役割を喪失している。→家族教室の開催・玄
関に階段があり、一人での外出が困難である。→家屋おど環境調整・家が交通のア
クセスに不便怠ところにある。-歩いて趣味活動や体操芯ど健康を維持する場所がえよ

い。→社会資源の情報提供

出典:閉じこもり予防・支援マニュアル(主任研究者安村誠司) 28 



課題2.資源を活用する

「人」問題解決に取り組む当事者、医師、保健師、社会福
祉士・ケアワー力一・ケアマネジメン卜等の専門職、住民、ボ
ランティアとしりた保健医療福祉等に関わる広い人材

「もの」保健・医療・福祉・教育・公民館等の施設、サービス・
活動、物品はもちろん、住民関係、地域関係、またボラン
ティア協議会、医療保健福祉等の専門職ネットワーク等の
ネットワーク

「金」補助金・委託金、寄付金、収益、研究補助金

「とき」就業時問、ボランティアが活動する時間。課題を共有
化し取り組むチャンス

「知らせJ上記の資源情報、サービス利用者情報、相談窓
口における情報等のニーズ情報、計画策定に必要右統計
等の管理情報

29 
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課題3.キイパ-ソンの役割
『地域のキーパーソンとつながる・協働する一地域福祉コーデ、ィネーターと協働する

住民に関する研究委員会』都社協

①キイパーソンとは

-地域福祉コーディネターともに活動する地域福祉活動の推進

者である住民

-地域福祉コーディネターが地域に働きかけるためには、全て

の地域住民一人一人に働きかける事は不可能。実際lこは、地域の
様々お組織、団体の役員、地域の世話やき等キーパ

ーソンに働きかけ、一緒に活動を進めていく事に怠る

-キーパーソンは、地域福祉コーディネターが地域に働きかける

場合の働きかけ先であり、同時に地域福祉コーディネターに

地域情報を提供したり、地域の様々怠活動者とのつ怠ぎ役、

仲間づくりや活動を呼び掛け等の役割を持つ
31 



②キ-)~-ソンの特性
O特徴的怠要素

世話づき、人に関心がある、人生経験が活動に反映、思いを形にす
る力、自己実現、自他ともに成長、活動の継続性を意識、和を大
切に、調整から雑用までこ芯す、マネジメン卜力、言いだしっペ・呼び
かけ、つ怠がりの大切さ自覚等

0キーパーソンが住民芯らの立場を生かしてコーディネ卜機能、ファシリ
テート機能、媒介機能を発揮し、地域の課題解決活動を行ってい
る

0キーパーソンはオーjレマイティ怠人ととらえるのは適切で・は沿い

0様々 たよ場面により役割が入れ替わり、活動場面が、地縁型かテー
マ型でも違いが見られる

0地域福祉コーディネターの活動の成否は、地域のキーパ-ソンを発
見し、働きかけ、ったよがりを強め、活動を支援し、伴走し継続的芯
関係を醸成し、成長を支援し、信頼関係をつくる事が出来るかにか
かっている

32 
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1 .介護人材の養成・確保
全国の問題です。高齢者保健福祉計画策定委員会においても、

随分検討しましたが、解決したとは思っていません。市区長村に関して
は、事業者と、働き方、労働環境とともに、仕事を辞める要因への対
応が大切と思います。
2.関係人材が活動しやすいように、人材の権限、役割を政策的に明確
にすること。またインフォーマルケアに対する支援を怠ると地域は疲弊してい
きます。
3.圏域の明確化による効率的協働の可能性を模索して下さい。
4.行政内部における各担当課の協働ができるか、問われていると思い
ます。武蔵野市健康福祉総合計画推進会議等の取り組みは大切です

5.社会資源としての人材の開発をご検討下さい。キイパーソンについてご
検討下さい、また、認知症サポータ一等、養成したものの、活動支援が不
十分怠人材はたくさんいるのでは?旭川市のステップアップ研修で学びまし
た。

6.当事者の参加の可能性を模索して頂けませんか。また。生活困窮者で
ある方も、働く場、活動する場は?

34 




